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新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種について 

 

 

 本学では学生に対してワクチン接種を早期に実施できるよう検討を進めてきましたが、

全国的なワクチンの供給難等により、現状では本学での実施は難しい状況にあります。 

 このため、住民票のある市町村から接種券が交付され、接種できる環境にある学生につ

いては、各自で予約等の手続きを行い、接種を受けることを検討してください。 

 接種券の送付や接種の時期は市町村により異なりますので、自分の住民票がある市町村

のホームページを確認するなどして情報収集してください。 

  

 また、実習施設において、ワクチン接種が行われる場合もありますので、これについて

は、科目責任者等の指示に従ってください。 

 

 なお、ワクチン接種は強制ではなく、個人の判断で行うものですので、各自でよく調べ

判断するようお願いします。判断に当たっては、本学が作成したワクチン接種に関する動

画をキャンパスメイト（Ｒ3.6.18）にて周知しておりますので、参考にしてください。 

 

   

大学としては、今後も、学生の皆さんが早期にワクチン接種を受けることができるよう取

り組んでいきますので、よろしくお願いいたします。 


